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役員の社会保険 

お問い合わせは担当スタッフまたは下記までご連絡ください。 

APO_社会保険労務士法人 本田和子 / 望月伸恵 / 三浦俊彦   

〒162-0824 東京都新宿区揚場町 1-18飯田橋ビル 7F  電話 03（5228）1820  FAX 03（5228）1830 

ホームページもご覧下さい。 
 

■ 役員の社会保険適用一覧 

＜原則被保険者となる保険関係＞ 

 被保険者となる者 被保険者とならない者 

厚
生
年
金 

健
康
保
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法人に使用され、報酬の支払を受

けている場合は代表取締役・取締

役・監査役であっても被保険者と

なる 

1.非常勤役員 

2.報酬が日本以外で支払われているなど、国内での支払がないため標準報酬

の決定が出来ないもの 

＜原則被保険者とならない保険関係＞ 

 被保険者とならない者 被保険者となる者 

雇
用
保
険 

1.代表取締役 

2.取締役 

3.監査役 

1.左記 2の取締役であっても、同時に部長、支店長、工場長など従業員とし

ての身分を持つ者で労働者的性格が強い者。役員給与より労働者としての

賃金が多いもの。いわゆる兼務役員。 

2.監査役は、会社法の規定で従業員との兼業が禁止されているため、兼務役

員にはなり得ない。ただし名目的に監査役に就任しているだけで、常態的

に従業員として明確な雇用関係がある場合は、被保険者なる場合もある 

労
災
保
険 

1.代表取締役 

2.業務執行権を持つ取締役 

3.監査役 

1.左記 1・2以外の取締役で、業務執行取締役の指揮監督を受けて労務に従

事し、労働の対価として賃金を一般の労働者と同一の条件で支払をうける

もの 

2.監査役であっても上記 1の取締役と同様の労働実態にあるもの 

＊合同会社の社員の場合はその者が代表権・業務執行権を持たず、実態として労働者性があると判断される場合は、雇用保険・

労災保険関係ともに被保険者と認められる場合があります。 

■ 雇用保険の留意点 

兼務役員に該当して雇用保険の被保険者になるためには「雇用保険兼務役員雇用実態証明書」に登記簿謄本、就業規則等、定

款、就任時の取締役会議事録、組織図、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などを添付してハローワークで手続きを行います。 

雇用保険料は労働者として支払われる賃金のみを対象として徴収し、離職票も労働者としての賃金のみで作成します。 

■ 労災保険の留意点 

代表取締役や業務執行権を有する取締役は労災保険の被保険者ではないため、保険給付を受けることができません。ただし一

定規模の中小事業主が労働保険事務組合に委託して「特別加入」をすれば、労災給付を受けることが出来ます。この特別加入

は事業主と取締役が一緒に加入しなければならず、一部の役員のみを加入させることは出来ません。また監査役は特別加入す

ることは出来ません。業務災害・通勤災害の双方とも保険給付の対象となりますが、業務災害の場合は労働者の行う業務に準

じた業務の範囲のみが給付の対象になります。特別加入者のすべての業務が保護の対象ではないことに注意が必要です。 

年次有給休暇は労働基準法により「与えなければならない」と規定されていますので、休業していないにもかかわらず、金

銭を支払うことにより休暇を取得したものとして取り扱うことは違法とされ、事前に「今年付与されている有給休暇 20日

の内、5日分を買取るので、残り 15日の有給休暇のみ請求できます」といった買上げの予約は禁止されています（S30.11.30 

基収 4718号）。では、いかなる場合でも有給休暇を買取ることはできないのでしょうか。 

有給休暇の買上げが違法であるのは、労働基準法上の年次有給休暇についてですので、法定の日数を超えて有給休暇が付与

されている場合、その超えている部分については、買取りをしても違法とはされていません（S23.10.15 基収 3650号）。 

また、時効や退職により有給休暇が消滅するような場合に、未消化の日数に応じて金銭を支払うことも「事前の買上げ」と

は異なるため違法とはされていません。とは言っても、このような取扱いをすることによって、有給休暇の取得を抑制する

ことは好ましくないとされていますので、就業規則などで「時効により消滅する有給休暇は買取る」など、あらかじめ規定

することは問題があるでしょう。 

なお、休暇を取得する権利を放棄することを会社と社員が契約しても、これは無効とされます。 

有給休暇制度の目的は、「一定の有給休暇を与えることにより、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図る

ため」とされていますので、有給休暇を取得しやすい環境を整えることが大切です。 


